
A　[介護保険]　要介護区分によって負担額がちがいます

B　[食費、居住費]　利用者負担段階(収入)によって負担額がちがいます

◇　利用料は、介護保険の１割負担(A)と食費・居住費(B)、日常生活費等です。

◇　(B)の項目は、世帯の収入によって利用者負担段階が設定されます。利用者負担段階については市役所にお問い合わせください。

◇　送迎費用　214円/1回(2割負担の方は426円/1回)(3割負担の方は639円/1回)……送迎を実施した場合に頂きます。(片道)

※別途、日常生活費（200円/日)・理美容代・医療費等は実費負担となります。(おむつ代の負担はありません。)

※介護保険制度改正、コストの再計算等により変動があります。
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第２段階
住民税非課税世帯で、本人の合計所得金額と課税年金収入、
非課税年金収入の合計額が80万円以下の人。かつ、本人の預
貯金等の合計が650万円以下の人。
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第１段階
生活保護を受給してる人。または、住民税世帯非課税で、老
人福祉年金を受けている人。かつ、本人の預貯金等の合計が
1,000万円以下の人。
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2
住民税非課税世帯で、本人の合計所得金額と課税年金収
入、非課税年金収入の合計額が120万円を超える人。か
つ、本人の預貯金等の合計が500万円以下の人。
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住民税非課税世帯で、本人の合計所得金額と課税年金収
入、非課税年金収入の合計額が80万円を超え120万円
以下の人。かつ、本人の預貯金等の合計が550万円以下
の人。
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